
 
 

 

 

地方公共団体アンケート調査  

（１） 調査の目的 

景観法関連制度の活用状況（景観計画・景観地区

の内容や計画策定時の課題、景観形成の効果等）の

把握を目的として、以下の調査を実施した。 

 

第７回景観法活用意向調査 

第５回景観法施行実績調査 

（景観計画に関する項目） 

第５回景観法施行実績調査 

（景観地区に関する項目） 

 

 

（２） 調査対象・有効回答数 

第７回 

景観法活用意

向調査  

1,797 団体 

47 都道府県、19 政令市、

40 中核市、1,691 一般市

町村 

回収率

100％ 

第５回 

景観法施行実

績調査 

（景観計画に

関する項目） 

256 団体：平成 22（2010）

年 7月 1日時点で景観計

画を策定（＝告示）した

243 団体 及び 平成 22

（2010）年 7月 1日時点

で景観整備機構を指定し

た 54 団体（調査項目は一

部） 

回収率

100％ 

第５回 

景観法施行実

績調査 

（景観地区に

関する項目）  

平成 22（2010）年 7月 1

日時点で景観地区を策定

した 18 団体 
回収率

100％ 

 

（３） 調査期間 

平成 22（2010）年 7 月 22 日（木）  

～ 平成 22（2010）年 8 月 27 日（金） 

 

第７回景観法活用意向調査（平成22年7月1日時点） 

問１ 地方公共団体の属性及びこれまでの取組み状況 

（１） 都道府県、政令市、中核市、その他市町村の別 

調査対象となる地方公共団体の属性 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地方自治法に基づく景観に関する条例の有無 

（景観法委任条例のみの場合を除く。景観法公布後に制定された条例も 

対象。） 

地方自治法に基づく景観に関する条例の有無 

 

 

 

 

 

 

問２ 景観法全体の周知状況 

 

景観法の理解度 

 

 

 

 

 

 

 

景観法の活用意向について 

（平成 22 年 7 月 1 日時点） 



 
 

問３ 景観法を活用した取組状況 

（１）景観行政団体になる意向の有無 

景観行政団体になる意向 

 

 

 

 

 

（２）景観行政団体になる「意向あり」の団体の移行予定 

（希望）時期 

景観行政団体になる意向がある団体の移行予定 

（希望）時期 

 

 

 

 

 

（３）景観行政団体にならない理由（複数選択可） 

対象： （１）で「今のところ景観行政団体になる意向なし」と答えた市町村 

景観行政団体にならない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）現在の景観計画の策定状況（予定等を含む）  

対象：（１）で「既に景観行政団体である」又は「なる意向がある」と答えた景

観行政団体（予定を含む） 

景観計画の策定状況 

 

 

 

※「策定済」244 団体は景観計画策定済みだが、平成 22 年 7

月 1 時点で告示はされていない佐賀県嬉野市を含む 

景観計画の策定予定時期（＊「策定予定あり」を対象） 

 

 

 

 

 
 

                             ※複数回答を含む 

（５）１）現在の屋外広告物条例の制定状況（予定等を含む）

対象： （１）で「既に景観行政団体である」又は「なる意向がある」と答えた

景観行政団体（予定を含む） 

屋外広告物条例の制定状況（予定等を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物条例制定予定のある団体の 

制定予定（希望）時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 

※ 



 
 

（６）景観計画策定にあたって主要な検討課題となった、又

は検討課題となっている事項（複数選択可） 

対象：（１）で「既に景観行政団体である」又は「なる意向がある」と答えた景

観行政団体（予定を含む） 

景観計画策定にあたっての検討課題 

 

 

 

 

 

設定が課題となる行為の制限（＊「行為の制限の設定」を対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 《対象：市区町村》景観地区・準景観地区・地区計画等

について 

（１）景観地区の活用意向 

１）景観地区の活用意向の有無について 

景観地区の活用意向 

 

 

 

 

 

 

 

２） 対象：１）で景観地区活用について「意向がある (想定している具体

的な地域がある)」と答えた市町村 

①想定される地域において（他の制度ではなく）景観地区

の活用を検討している理由 

景観地区の活用を検討する理由 

 

 

 

 

 

 

②景観地区に想定される地域（複数選択可） 

景観地区に想定される地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 想定される地域におけるこれまでの取組み（複数選択可）

想定される地域における取り組み <これまで> 

 

 

＊ 



 
 

④ 想定される地域における現在の取組み状況 

想定される地域における取り組み <現在> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３）景観地区を活用しない理由（複数選択可） 

対象：１）で景観地区活用について「意向がない（都市計画区域はある）ま

たは、分からない」と答えた市町村 

景観地区を活用しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）準景観地区の活用意向の有無 

活用意向 <準景観地区> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（３）地区計画等形態意匠条例の概要 
１）地区計画等形態意匠条例の有無 

地区計画等形態意匠条例の有無 

 

 

 

 

 

２） 地区計画等形態意匠条例地区計画等（6 団体） 

形態意匠条例の名称・公布日・施行日・地区数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 景観に関する広域調整について 

（１）《対象：都道府県》都道府県や市区町村をまたがる広域的な

景観（以下、「広域景観」）への取組状況 

１）広域景観の課題についての取組の有無 

広域景観の課題への取組（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体名 条例の名称 公布年月日 施行年月日 地区数

東京都

千代田区

千代田区地区計画の

区域内における建築

物等の制限に関する

条例

平成20年12月10日
（従前の地区計画建築

条例と一本化し改正）

平成20年12月10日
（従前の地区計画建築

条例と一本化し改正）

2地区

東京都

府中市

府中市景観条例 平成22年3月16日

（一部改正）

平成22年3月16日 3地区

神奈川県

横浜市

横浜市地区計画の区

域内における建築物

等の制限に関する条

例

平成19年12月25日 平成19年12月25日 3地区

神奈川県

川崎市

川崎市地区計画の区

域内における建築物

等の形態意匠の制限

に関する条例

平成21年3月26日 平成21年7月1日 4地区

神奈川県

小田原市

小田原市地区計画形

態意匠条例

平成19年3月29日 平成19年3月29日 1地区

石川県

金沢市

金沢市地区計画等の

区域内における建築

物等の制限に関する

条例

平成22年3月25日 平成22年7月1日 3地区

合計 － － － 16地区



 
 

２）対象：１）で『ある』と答えた都道府県 

①取り組んでいる広域景観の種類（複数選択可） 

取組んでいる広域景観の種類（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

②広域景観の具体的な取組（複数選択可） 

広域景観の取組（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③広域景観に取組む上で必要と考えること（複数選択可） 

広域景観の取組む上で必要と考えること（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

３）広域景観に取り組んでいない理由（複数選択可） 

対象：１）で『なし』と答えた都道府県 

広域景観に取組まない理由（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）《対象：市区町村》都道府県や市区町村をまたがる広域景

観への取組状況 

１）広域景観の課題についての取組の有無 

広域景観の課題への取組（市区町村） 

 

 

 

 

 

 

２）対象：１）で『ある』と答えた市区町村 

①取り組んでいる広域景観の種類（複数選択可） 

取組んでいる広域景観の種類（市区町村） 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

②広域景観の具体的な取組（複数選択可） 

広域景観の取組（市区町村） 

 

 

 

 

 

 

 

③広域景観に取組む上で必要と考えること（複数選択可） 

広域景観の取組において必要なこと（市区町村） 

 

 

 

 

 

 

 

３）広域景観に取り組まれていない理由（複数選択可） 

対象：１）で『なし』と答えた市区町村 

広域景観に取組まない理由（市区町村） 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 《対象：市区町村》景観まちづくり教育について 

（１）小中学校での景観まちづくり教育の取組の有無 

小中学校での景観まちづくり教育の取組 

 

 

 

 

 

 

「ある」と答えた自治体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体名 自治体名 自治体名

北海道 札幌市 千葉県 いすみ市 京都府 伊根町

北海道 函館市 東京都 台東区 大阪府 吹田市

北海道 登別市 東京都 江戸川区 奈良県 桜井市

北海道 ニセコ町 神奈川県 鎌倉市 島根県 松江市

北海道 上川町 神奈川県 茅ヶ崎市 広島県 江田島市

北海道 美瑛町 神奈川県 秦野市 広島県 安芸太田町

北海道 上富良野町 新潟県 新潟市 山口県 下関市

青森県 黒石市 新潟県 長岡市 徳島県 つるぎ町

青森県 平川市 新潟県 上越市 愛媛県 松山市

青森県 大鰐町 新潟県 佐渡市 高知県 高知市

青森県 東通村 富山県 南砺市 福岡県 久留米市

岩手県 北上市 山梨県 南アルプス市 福岡県 八女市

岩手県 釜石市 長野県 松本市 福岡県 小郡市

岩手県 洋野町 長野県 岡谷市 大分県 中津市

秋田県 小坂町 長野県 須坂市 宮崎県 宮崎市

山形県 金山町 長野県 小諸市 宮崎県 西都市

福島県 会津若松市 長野県 南木曽町 鹿児島県 鹿児島市

茨城県 牛久市 長野県 木曽町 鹿児島県 垂水市

茨城県 桜川市 長野県 小布施町 鹿児島県 薩摩川内市

群馬県 前橋市 岐阜県 可児市 鹿児島県 宇検村

群馬県 高崎市 静岡県 下田市

群馬県 中之条町 愛知県 蟹江町


